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三木市条例第  号 

 

三木市日本酒による乾杯を推進する条例の一部を改正する条例 

 

三木市日本酒による乾杯を推進する条例（平成２５年三木市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 
 

現       行 改   正   案 

○三木市日本酒による乾杯を推進する条例 ○三木市産の山田錦を使用した日本酒による乾杯を推進する条例 

三木市は、酒米の王者「山田錦」の産地であり、その生産量、

品質ともに日本一を誇るまちです。 

三木市は、酒米の王者「山田錦」の産地であり、その生産量、

品質ともに日本一を誇るまちです。 

日本酒による乾杯の習慣を広めることは、日本酒の消費を拡大

するとともに、「山田錦」生産者の意欲を高めることにつなが

り、三木市を元気にします。 

三木市産の山田錦を使用した日本酒による乾杯の習慣を広める

ことは、日本酒の消費を拡大するとともに、「山田錦」生産者の

意欲を高めることにつながり、三木市を元気にします。 

よって、ここに三木市日本酒による乾杯を推進する条例を制定

します。 

よって、ここに三木市産の山田錦を使用した日本酒による乾杯

を推進する条例を制定します。 

(目的) (目的) 

第1条 この条例は、日本酒による乾杯の習慣を広めることによ

り、「山田錦」の生産者の意識高揚と日本酒の消費拡大に寄与

することを目的とします。 

第1条 この条例は、三木市産の山田錦を使用した日本酒（以下

「日本酒」という。）による乾杯の習慣を広めることにより、

「山田錦」の生産者の意識高揚と日本酒の消費拡大に寄与する

ことを目的とします。 

備考 改正部分は、下線が引かれた部分とする。 

 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


